
第１１回関西がんチーム医療研究会 
 平成２４年９月８日（土）大阪科学技術センター ホール 

  がん患者及びその家族等の就労支援 

       森 元 一 徳 

大阪府商工労働部 雇用推進室 雇用対策課    
障がい者雇用促進グループ 

（障がい者雇用対策から考えてみる） 



制 度 比 較 
項目 が ん 対 策 障 が い 者 雇 用 対 策 

法 
 

律 

がん対策基本法 
 （平成１９年４月１日施行） 

 

障害者基本法  
    （昭和４５年５月２１日施行） 

障害者の雇用の促進等に関する
法律 
    （昭和３５年７月２５日施行） 

条 

例 

大阪府がん対策推進条例 
 （平成２３年４月１日施行） 

大阪府障害者の雇用の促進等と
就労の支援に関する条例  
       （ハートフル条例）   
     （平成２２年４月１日施行） 

推
進
計
画 

がん対策推進基本計画 

都道府県がん対策推進計
画 
  （根拠：がん対策基本法） 

 

国障害者基本計画 

都道府県障害者計画 

市町村障害者計画 
       （根拠：障害者基本法） 

制度設計は、どちらも同じ 



就労支援における相違点 
項目 が ん 対 策 障 が い 者 雇 用 対 策 

法 
 

律 

就労支援の規定はない。 
   

一般事業主の雇用義務規定あり。 
       （法定雇用率の設定） 

障害者雇用納付金の徴収及び納
付義務 

条 
 

例 

がん患者及びその家族等の
就労に関し必要な支援 

行政も積極的に参画したが、
議員立法でできたもの。 

府と関係がある事業主の障がい
者の雇用義務 

行政が制定 

 商工労働部と福祉部、教育委
員会の３者が共管している条例。 

  ⇒ 連携が密 

計
画 

がん患者の就労を含めた社
会的な問題として位置づけ 

       （国計画）       

ハートフル条例に基づき障がい
者雇用の促進 



就労支援の取組み 
○ 

  中高年齢者や高齢者、障がいのある方、母子家庭の母親  

 などの中で、就労にあたり様々な要因を抱える方々を支援 

 

 ◇ 支援内容 

  ・ キャリアカウンセラーと一緒に個性や可能性を見つ 

   けだし、各種セミナーや職場体験などを通して最大限 

   に伸ばしていく。 

  ・ 職業紹介から就職後のフォローアップまで、安心し 

   て仕事が続けられるよう職場定着支援を行う。 

 

 ※ 利用は予約制 

  ・ 開館時間 ９：００～２０：００ 

     年末年始を除いて毎日開館 

大阪府独自事業 府内１か所 



課題：マッチングに際して医療面のフォローが出来ない⇒逆も？ 



（ＮＰＯ）豊中市障害者就労雇用 
      支援センター 

（社福）明日葉 

（ＮＰＯ）堺市障害者就労促進協会 

（ＮＰＯ）チャレンジ・ 
                 ネットいづみ 

（ＮＰＯ）あいむ 

（ＮＰＯ）ほっぷ 

（社福）であい共生会 

（社福）光輝会 

（社福）大阪手をつな   
              ぐ育成会 

（社福）東大阪市社会 
              福祉事業団 

（社福）信貴福祉会 

（社福）ふたかみ福祉会 

（社福）大阪府障害者福    
              祉事業団 

（財）箕面市障害者事業団 

（社福）摂津市社会福祉事業団 

（社福）ぷくぷく福祉会 

（社福）花の会 

（社福）大阪市障害者福祉・ 
              スポーツ協会 

障害者就業・生活支援センター 一覧 
１８か所 

地域ではどうする
のか 



生活支援 

生活支援担当者１名 
就業支援 

就業支援担当者２～４名 

○ 障害者就業・生活支援センター  



ま   と   め 
○就労に係る課題 

 ・がん患者は、罹患したら中途退職になっている。 

   国の計画：依頼退職３０％、解雇４％ 

 ・障がい者は、入り口で閉ざされている。 

   法定雇用率を達成している企業は４３．８％ 

○何故なのか 

 ・がん患者や障がい者についても企業の理解が十分でない。 

 ・不況が続いており、リストラせざるを得ない中でハンディを持っ 

  た方は雇えない。 

○どうしたらいいのか。 

 ・企業にがん患者、障害者について正しい理解をしてもらう必要が 

  ある。⇒就職マッチングだけではダメ 

   例：企業訪問、企業を対象としたセミナーの開催、企業への 

     専門家の派遣、実習の受け入れの促進、雇い入れ後の 

     フォローアップ体制の整備など 

  ⇒行政は、関係部局と連携が必要（餅屋は餅屋）他部局を知る。 

   医療機関は、地域関係機関や患者家族会と連携するとともに、 

   地域企業等を対象とした研修会や専門家派遣への協力も必要。   



By:かつおちゃん 

ご静聴ありがとうございました。 

がん患者家族の就労支援の一助になればと思っています 


